
※１ 埋蔵文化財包蔵地地図は、文化財保護課のほか、各区役所の情報公開コーナーに

備えてあります。（配付はしておりません）

※２ 現状保存可能とは、工事による影響が埋蔵文化財におよばない場合などです。

この場合、工事立会・慎重工事等の指示があります。

※３ 発掘調査は届出者（工事主体者）が実施することになっていますが、「届出者が居

住する専用住宅」の場合には、補助制度がありますので御相談ください。

工事対象地内における埋蔵文化財有無の照会 

埋蔵文化財包蔵地地図との照合 

包蔵地に該当する 包蔵地に該当しない 

発掘届の提出 

試掘・確認調査等の実施 

遺構・遺物 あり 遺構・遺物 なし 

埋蔵文化財の保存について協議 

工事中に埋蔵文化財を発見 

工事の一時中断 

教育委員会へ早急に連絡 

発見届の提出 

埋蔵文化財包蔵地に登録 

現状保存可能 現状保存不可能 

発 掘 調 査 

記録保存の終了 

埋蔵文化財に関する協議の終了 
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